
⑴入院基本料に関する事項

2階 地域一般入院料１

１日に１０人以上の看護職員（看護師及び准看護師）が勤務しています。

日勤帯 ８：３０～１６：３０ 看護職員１人あたりの受け持ち数は７人以内

準夜帯 １６：３０～０：３０

深夜帯 ０：３０～８：３０

3階 回復期リハビリテーション病棟入院料１

１日に１０人以上の看護職員（看護師及び准看護師）が勤務しています。

日勤帯 ８：３０～１６：３０ 看護職員１人あたりの受け持ち数は７人以内

準夜帯 １６：３０～０：３０

深夜帯 ０：３０～８：３０

4階 回復期リハビリテーション病棟入院料１

１日に１０人以上の看護職員（看護師及び准看護師）が勤務しています。

日勤帯 ８：３０～１６：３０ 看護職員１人あたりの受け持ち数は７人以内

準夜帯 １６：３０～０：３０

深夜帯 ０：３０～８：３０

5階 地域一般入院料１

１日に９人以上の看護職員（看護師及び准看護師）が勤務しています。

日勤帯 ８：３０～１６：３０ 看護職員１人あたりの受け持ち数は８人以内

準夜帯 １６：３０～０：３０

深夜帯 ０：３０～８：３０

6階 地域一般入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１

１日に１３人以上の看護職員（看護師及び准看護師）が勤務していま

日勤帯 ８：３０～１６：３０ 看護職員１人あたりの受け持ち数は５人以内

準夜帯 １６：３０～０：３０

深夜帯 ０：３０～８：３０

・一般病棟（２階、５階）

　入院患者１３人に対して１人以上の看護職員を配置（日勤、夜勤あわせて）しております。

　また、入院患者３０人に対して１人以上の看護補助者を配置しております。

・回復期リハビリテーション病棟（３階、４階）

　３階病棟、４階病棟は入院患者１３人に対して１人以上の看護職員を配置（日勤、夜勤あわせて）しております。

・一般病棟及び地域包括ケア病床（６階）

　入院患者１３人に対して１人以上の看護職員を配置（日勤、夜勤あわせて）しております。

　また、入院患者２５人に対して１人以上の看護補助者を配置しております。

　※患者様の負担による付き添い看護はご遠慮いただいておりますのでご了承ください

看護職員１人当たりの受け持ち数は２０人以内

看護職員１人当たりの受け持ち数は２０人以内

看護職員１人当たりの受け持ち数は２０人以内

看護職員１人当たりの受け持ち数は１９人以内

看護職員１人当たりの受け持ち数は２１人以内


